
書式第 17号 (法第 55条関係)

54 2 3 し

1 資金に関する1事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

法人名
特定非営利活動法人

スマイリングホスピタルジャパン
R2年 10月 1日 ～R3年 9月 30日事 業 年 度

収益の源泉別の明細

の明細

そ

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

正会員会費 ЫO,000円

705,638円

2,345,456円

サポー ト会員受取会費

受取寄付金

受取スポンサー料 1,∝Ю,ⅨЮ円

1lQ750円受取助成金

受取支援金 0円

1,077,9〔Ю円事業収入

受取利息 44円

雑収入 2,101,8∞ 円

円

円

円

円

円

ノゝ
ロ 計 7,391,5〔B円

借 入 先

円

円

円

円

円

金    額

△
口 □ 計 円

1 してし じ32 以



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生する取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

とロ

住所又は所在地
議 渡

年月日
譲 渡 価 格 □回互コ夏麗翻取引先の氏名等

法人との

関  係

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

る |の 5

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

1,Ⅸn圃 円 スポンサー料

猟�,2鴇 円
寄付型自動販売機による

寄付

■0,領Ю円 寄付金

10Q000円 寄付金

00,αЮ円 寄付金

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

1,440,000円 役員報酬

770,000円 地代家賃

In000円 匿夏壼□

340,000円 匿圧壼□

塑10,71D円 ニュースレター等郵送料



ロ 目 け

ハ (施設の利用等を

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 置葛亜コ囲踏ヨ

な し 円

円

円

円

円

円

円

コ

円

円

取引先の氏名等

法人 と

の

関

係

住所又は所在地 役務の提供年月日 対 価 の 額 役務提供の内容等

R3.3.1～ R3.7.31 500,000円

ウェプマーケティン

グ業務委託月額
100,000円 X5回

R2.10.1～R3.9.30 133,656円
学習支援員謝金@
5,669円 ×24回

R3.6.12 lQ7()6円 研修会講師料

円

円

円

円

円

コ

4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の規族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

“

万円以上であるものに限る。) 並びに 月 日



な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

□ [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

0人 0円

6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]



支出年月日 支出先の名称

な し

寄附の目的等 支出した寄附金額所 在 地

円

円

円

円

日

円

円

円

円

円

合   計 円

7 る事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び
にそ □

田 途 金   額

なし。 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

実 施  日



書式第7号 e悌44条・51条・58条関憫01

認定基準等チェック表 (第3表) (初わ

法人名 鴨顔りF営申!騰動艦人スマイリングホスピタルジャパン チェッタ欄

3運営錮朧コ酬閣四こ関して力
=書
|げる薔準に適合していること

イ 役員の総敏のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

{1)役員及びその腕族専

01特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの
一口 各社員の嚢決由が呼等であること

′

ハ 会出こついて

…

又:… の監査を受けていること、又I… 嚇 :ス 取引の記

録及び嘲闘■鵬鼈劇霜諄について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金餞の費強が明らかでないものがある等の不適正な組田勁1晴われていないこと

イ

(驚L■ )

(注2)

各襴の因閥口よ 第3■付褻1曜日|の状況Jから轄日してくださしヽ

③臓1麒崩こついて:よ ′卜欧点以下第2位を切り捨てた●饉を田職してくださしヽ

ロ

項  目

区  分

役員数

最も人薇が多

い「勘峡等」の

グループの人

数

割 合

⑫■O

最もン鳩りつい !囀定la去

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグ′い―プの人数

割 合

C■0

① ② ③ ④ ⑤

③
令和2年 10月 1日～

令和3年9月
"日

6人 0人 096 0人 0%

0 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 0人 嘔

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

④ 年 月 口～ 年 月 ロ
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決情力:平等である ◎ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申請時

‖い

しヽ えヽ

‖い

しヽ えヽ

山 ヽ

しヽ えヽ

はい

しヽ えヽ

はい

しヽ えヽ

1カ ヽ

しヽ えヽ

l力ヽ

しヽ えヽ

∞

"ロ・ ■腱 中●Lウ燿 い 0に :鮨6■●1:口●●」く1由■●口■

…
`"□

■‖:力t●て」日●■●■

|:,|う●綺 り11サ|.“ ..11,●■11…
…・ 

… …

に 」1■■:Ⅲl… く■II●lm[:11,11[1::1lli11:11“

“

 ["嗜ヨ エ

●

"t衝
Ⅲ

…
.



ハ

項
口
日 ④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公議会計上又|ヨ監査法人の監査を受け

ている

はい

回 コ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

LV\.i-

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付:大 取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行っている

回コ

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

:まい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
口
日 ③ ⑮ ◎ ③ ◎ ① 申1調時

有 0無費途が明らかでない支出がある、:猥簿旧虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有O⑬ 有・無 有・無 有・無 有・無 有 0無

第3表 (りUD

歴
=コ認定の有効期間DI更新の申請に当たつては、法第闘彙第1項に基づく書類 (役員報酬層□嘲日却‖Di=配載した事項について、改

めて配職する必要はありません。

エ 3

項    目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各目 区分欄の 口③ヽ動 の各欄に|ム 難鮮l□1間の各事業

年度 (又は各年)を諸載しま九

第3表付表1昭頃、の状況」を記載して、口①」、口②」及

び n④」の各欄に該当する人数を転記しま九

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みま・九

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には 例え

ば、「定款IC鶏灘 0第O条に『各正会員の表渕陶よ 平

等なものとする』と規定」のように謁載します。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

ハの各欄 該当する一方を nO」 で田みま・九

なな nO」 から n①」について:ム イに詞載する各期間

(n③」からにつ を示したもの電 。

二の各欄 該当する一方を nO」 で囲みま・九

なれ 口③」から口①」について:ム イに調載する各期間

から を示した

① 「会計について公認会計士又団監査

法人の監査を受けている」の「はし≧L
i二」:⊆:L_1“ !生:盟墜:置二!ヨ1目i選彗i国:』:書望:ゴ:S

生墜:≦菫ユニ
② 暉議嗜瀬の備付:九 取引の記録及

毛舶贈 曜頗 効 酢 を青色申告法人に準

じて行っている」/) fl*V\r l:. l-61

し重:』l記ε日に」LL_螢廷盪菫巳量壺≧』医墾:饉」E
繊の状況1を記哉し添付してくださし、

［‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Ｆ

〓

―

‥

‥

―

―

―

‥

○ 二において、噴隧が明らかでないもの」と|よ 法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たりますЪ なお、目図靭こその支出先を

明ら力ヽこしない支出がある場合も、当然に「費勲 サ陽かでないもの」があることになり、認定を受けることはできませスる



法人名
特定非営利活動法人

スマイリングホスピタルジヤバン
④ ◎ ① ◎ 申 請 時⑤

6人 人 人 人 人 人

(1)最も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数
0人 人 人 人 人

役  員  数

(2}最も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれらの 0人 人

のグループの

人

人

人 人 人

書式第8号 (法第44条051条 058条関係)

役 員 の 状 況

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項13基づく書!購

項について、添付を省略することができます。

第 3表付表 1

に記載した事

理事

○ 24.12.18就任松本恵里

30。 12.18就任野間紀孝 理事
ヽ
フ

′
ヽ

囲匿]
○

30.12.18就任
2.1.31退任

丸山敦子

理事
○

1.6.8 就任谷 日明子

1.6.8 就任平井麻衣子

藤田城治 1.6.8 1就任

1.6.8 1就任

1.11.5退任
橋本徳行

理事 ヽ
ノ

ｒ
ヽ

理事
○

監事
○

監事 ○車尾 薫 i. 11.6 ffi{f

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 Eコロ 続柄等

就 任 等 の 状 況

③ ⑤ ◎ ① ◎ 圏
就任 。退任

年月日



法人名 特定非営利活動法人スマイリングホスピタルジャパン

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳 会計ソフト「会計王」使用

ルーズリーフ

週一回 7年

仕訳日記帳 会計ソフト「会計王」使用

ルーズリーフ

週一回 7年

以下余白

書式第9号 (法第44条051条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

匿理ヨコ

「伝屈則ま帳簿名」樹よ 例えば『ス金日胸、「出金伝躙し、「撮贈日胸、:朝金出田胸、「鶴勘産元欄Uな日のように配載します。

略ヨ潮田時の物腟」欄よ『単原コ、ウL″ズリーフ」、「ヨ

「

欄凛』な

“

のように配職します。

噺郵じ喘期』欄[ま、:π時』、「毎日」、「=週間ごと』のよう:=配載します。

慶]I'亜匝Ⅲヨロ区日

がないとき|よ 添付を省略することができます。

匡正亜麗亙璽亜ヨ



法人名 特定非営利活動法人スマイリングホスピタルジャパン チェック欄

′
4事 業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動簿を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と

当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のう

ること

80%以上であ

実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

項
口
日 ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申需印寺

宗教の教義を広め、儀式魯m′ ヽ及び信者を

あUピ育りむ打る押射助
有・① 有・ 無 有 0無 有・ 無 有・ 無 有・ 無 有・ 無

政治上の主義を推進L支持し、又はこれに

反対する活動
有。① 有・ 無 有・ 無

有・ 無

有 0無 有 0無 有 。無 有・ 無

特定|の公職の候補諸若しくは公職にある者又

1歯政党を推薦し、支持伝 又はこれらに剛

する活動

有・⑬ 有・ 無 有・ 無 有 。無 有 ・ 無 有・ 無

コ

項
日

【 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 圧 コ

役員端 の内容、1職員に対する給与の支給のツeL。 当法人

とその活動内容及び弱霧副勲堺似する他の法人の役員に

対する報馴の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対す

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役

員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与

有。① 有・無

役員等又は役員等が力配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその議渡の時における価瀬に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又1当員員等が力配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して囀昴|∫の利益の供

有・Q 有・無

有。無 有・無 有。無 有・無 有。無

有・無

有・無

有。無 有 。無 有・無 有。無

有・無 有。無 有・無 有・無 有・無

有・無 有。無 有・無 有 。無 有・無 有。無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して1特別α珀1騒この供与の有無
有・Q

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の姿職の候補者若しくは公職にある者に対する翻附の

右無

有・Q

書式第10号 (法第44条・51条・58条関廂

認定基準等チェック表  (第 4表) 【極E廻】

∝菫申D
・ 曜職嵐鋒時チェック表 (第4D』 :よ 法第騒彙第1項に基づく書類 (役ni爾勁廟鬱期日田出Dの提出時においても田職

及び洒付す

…

り十九 その疇合、

…

ェック表

"4豪
(凛わ」い崚び=) ま

せん。

・ 認定の有効醐聞p更新の申睛に当たつて!よ 法第5彙第1項i4づく書類

て、添付を省略することができます。

に配載した事項につい



書式第13号 (法第44条051条 058条撰郭系)

国 □

法人名 特定非営禾I贈騒期去人スマイリングホスピタルジャパン チェッタ欄

′
5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合に|よ

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 翻 定基準等に適合する旨及び欠格軸 に該当しない旨を説明する犠

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載したI書類

´ヽ

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の議濃等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

日罰コロ巨ヨ

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合に|ま 正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

豪ロロロこ口
"い

る自疇u(□b電麟日D.(IM口b)… .そα喘■‖0出内‖||)1い寝爾日けし|てく
'ビ

さし、

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 鱚藤報告書、財産目録、貸借対職亀 活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した:謝動

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写Ц ]響調覇罰醐瘤の写D

ロ 各認定聾響郭壼酷ける旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 翻附金を充当する予定の具体的な事業の内容を調載した書類

蔚愕嬌業詢■黄
|の
役員1報酬又国職員給与のメ静舗こ関する規程

次の事項を話載した書類

① 収益の園趣IIの明細、借入金の明細その他の資金にBける事項

② 資産の譲渡等に係る事業の障鉱 条件その他その内容に関する事項

③ 次同げ る取引に係る取引先、取31数 の他その内容に関する事項

0 収益の生ずる取引及び費用の生する取引のそれぞれについて、取31盗輌の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の璽偶者若しくはヨ震等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 割附者 (役員、役員の配偶者若しく:まヨ酵等以内α用詢に鶏当役員と僣朔M)関係のある者で、当該法人に対す・る

寄附金の額の事業年度中の合計額が
"万

円以上であるものに限る。)の氏名並びにその制附1金の顔及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した割附金の鰤懃惧こその相手先及び支出年月日

⑦ l海外への送金又1選匿滋泰祗lしを行った場合におけるその金順及び睫途並aこその実施日

ホ

助成金の支給を行った場舘こ事後に所轄庁ld麹当した書類の写し

∝菫申D
・ 認定艶串崎チェック表第5表は 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程専提出書類)の提出時に記載及び添付する必要

があります。
・ 認定の有効醐間D更輌の申睛に当たつては、添付の必要はありません。



書式第 14号 (法第44条・51条・58条関n

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

法人名 欄辮日臥スマイリング枢ピカレジヤシ

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェッタ欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日

∝憲申D
・ 法第55彙第1卿

=鵬
づく書類 個員報酬日程密拠出書類)の口出嘲こ当たっては 躙鵡騨串専チェック表

:よ 配職する必要はありません。

日定書尊崎チェック表 (第6表及び第8表)|の口助の必要はありません。また、法

日E彊1回1日肛1唇1罰|□|[=III五憂:壺|ヨ1晉証|ヨIIヨ1憂|=|コ1匡1玉翌1置1疑|□鰹:正|五1日1断1醒□

29魚の規定により所轄庁に提出していること

チェッタ相

特定非営利活動促進法第囲 条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

③ ⑮ ◎ ① ◎ ①

有 ・ 無 有 征 有 ・ 無 有 鉦 有 任 有 ・ 無

7法 令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェッタ欄

′

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何ちカイ用1溢:を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 ・ ① 有 ・ 無 有 ・ 無 有 任 有 任 有 盤 有 任

注・躙鵡鵬準等チェック表 (第 7D Iム 法第騒彙第1卿凛 づく書類

び添付する必要があります。

医□□Eロコ

第55彙第1項に基づく書類 (役員輻酬用□期日畑HD:こ配載した事項について、改めて配載する必要はありません。



書式第15号 (法第44条051条 058条段説系)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人スマイリングホスピタルジャパン チェッタ欄

′人国認定、特例認定又は認定の有効期間のコ新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り リ

た場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1

しの日から5年を経過しないもの
口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しく したことにより、若しくは刑法
"4条

等い )若

しくは曇力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地議融に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等は2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当腋滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人
3

□

「

3年を経過しない法人

6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力国の構成員等の統制下にある法人

イ

1 うち、次のし■ツ磁 こヽ該当する者の有無

認自障υ樺輌理購脳りめ目`定を取り消された場合:則測囀鴫薇静輌鬱樺軒|い 綿渤認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特

定非営和活動法人又は当該相囲勝む輌u岸悧脂動法人のその業務を行う理事であった者でその

しの

ロ 禁田以上の刑に処せられへその執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5

しなし

特定娼断踊覇肺奨撃若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第
"4条

等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、J鶏劇コ開着しくは地方税に関す

る法律lご自更したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けるこ

とがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

ハ

有・①

有 O①

有・①

し`，
“ 認定又|ま特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 はい 0

はい・ しヽ
Ｒ

） 定掟又は事業計画書の勾容が法令等に違反している法人

4 国税又は地方税の1‖閣納皮lビiン

'D執
行がされているもの53ま当議絣闘

"処

潔́り冬了の日から3年二を孫騎邑

しない法人
はい・

司

Щ

劇

，
■
“
■
―
“

Ｆ
ヽ
」口
Ｆ
Ｉ
』

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、

(注1)その他の事務所がある場舘ま

Fヨ2】ИEET璽 |:研葺蓄駆]習口ぼ面ピZ蔓ヨ

こと

はい 05 国税に係る1重Ш節脱又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

6

しヽ

暴力団又は暴力団の構成員等の綺制下にある法人 出 ・ヽ面 Ⅷ


